
訪問介護契約書 別紙（兼重要事項説明書）    令和 6年 12月１日現在 

愛媛医療生活協同組合 

在宅ケアステーションたんぽぽ 

 

  あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、事業者があなたに説明すべき重

要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 愛媛医療生活協同組合 

主たる事務所の所在地 〒791-1102 松山市来住町1091-1 

代表者（職名・氏名） 理事長 今村 高暢 

設 立 年 月 日 昭和28年11月14日 

 電   話・ F A X 番 号 TEL：089-990-8820  FAX：089-990-8865 

 

２．ご利用事業所の概要 

ご利用事業所の名称 在宅ケアステーションたんぽぽ 

サ ー ビ ス の 種 類 訪問介護 

事 業 所 の 所 在 地 〒791-1102 松山市来住町1091-１ 

電   話・ F A X 番 号 TEL : 089-955-7336  FAX : 089-955-7339 

指定年月日・事業所番号 平成12年3月10日指定 3870101304 

管 理 者 の 氏 名 門田 容子 

通常の事業の実施地域 
松山市・東温市・伊予市・伊予郡松前町・伊予郡砥部町・喜多郡

内子  町 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

   事業者が行う訪問介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理

運営に関する事項を定め、要介護状態にある者に対し、適正な訪問介護を

提供することを目的とします。 

運営の方針 

1.事業所の訪問介護員等は、要介護者の尊厳を保持し、心身の特性を踏ま

えて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。 

2.事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービス

の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 



４．営業日時 

営 業 日 
月曜日から土曜日まで 

ただし、8月15日・12月30日から1月3日まで及び祝祭日を除く 

営業時間 
月～金曜日 9：00から17：00 土曜日 9：00～13：00 

提供日・提供時間についてご要望がありましたらご相談下さい。 

５．提供する訪問介護の内容 

具体的なサービスの内容 

身体介護 

排泄・食事介助 排泄介助(トイレ介助、ポータブルトイレ利用、おむつ交

換）、  

食事介助、特段の専門的配慮をもって行う調理  

清拭・入浴、身体整容  

更衣介助  

清拭（全身清拭、部位清拭）、部分浴（手浴及び足浴、洗髪）、  

全身浴、洗面等、日常的な行為としての身体整容、更衣介助  

体位変換、移乗・移動介助、通院・外出介助  

 起床介助、就寝介助  

 服薬介助  

自立生活支援のための見守り的援助  

(自立支援・ＡＤＬ向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で

行う見守り等)  

生活援助 

掃 除 居室内・トイレや卓上等の清掃、ゴミ出し等  

洗 濯 洗濯機または手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥（物干し）  

洗濯物の取り入れと収納、アイロンがけ等  

ベッドメイク 利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等  

衣類の整理・被服の補修 夏冬物等の入れ替え等、ボタン付け・破れの補修

等  

一般的な調理、配下膳  

その他 
サービス準備・記録等 健康チェック、環境整備、相談援助、情報提供・収

集、 サービス提供後の記録 

※ ただし、次のような場合は、介護保険上の訪問介護として提供する事はできません

のでご了承ください。 

①「本人の援助」に該当しなしもの 

  ご家族のための洗濯・調理・買い物・布団干し、主として利用者が使用する居

室以外の掃除 

  来客の応接、自家用車の洗車など 

②「日常生活の援助」に該当しないもの 

  庭の草むしり、花木の水やり、犬の散歩等ペットの世話、家具等の移動、大掃



除、窓のガラス磨き 

  室内外家屋の修理、正月料理などの特別な調理など 

６．事業所の従業者体制 

管理者及びサービス提供責任者  門田 容子 

サービス提供責任者 片岡 佳子、大平 小百合、宮本 美香 

 

職 職務内容 人員数 

管
理

者 

１．従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 

２．従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 
常 勤 １名 

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者 

１．訪問介護の利用の申込みに係る調整をします。 

２．利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 

３．サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等との連携を

図ります。 

４．訪問介護計画を作成します。 

５．訪問介護員等（サービス責任者を除く）に対し、具体的な援助目標及び援

助内容を支持するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 

６．訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。 

７．訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。 

８．訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。 

９．その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 

常 勤    

2名 以上 

訪
問
介
護
員 

１．訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な訪問介護のサービスを

提供します。 

２．サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進

歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。 

３．サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に

報告を行います。 

４．サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。 

 非常勤   

5名以上 

 

７．利用料 

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお

支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証（１割～３割）に応じた額の支

払いを受けるものとする。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、

超えた額の全額をご負担いただきます。 

 



（１）訪問介護の利用料 

【基本部分】 

 
 

サービスの内容 
      

１回あたりの所要時間 

基本利用料 
※（注１）参照 

利用者負担金（自己負担1割の場合） 

（＝基本利用料の１割） 

※（注２）参照 

身
体
介
護
中
心
型 

２０分未満 １,６３０円 １６３円 

２０分以上３０分未満 ２,４４０円 ２４４円 

３０分以上１時間未満 ３,８７０円 ３８７円 

１時間以上１時間３０分未満 ５,６⒏０円 ５６８円 

１時間３０分以上 ３０分増すごとに８４０円を加算 ３０分増すごとに８４円を加算 

引き続き「生活援助中心型」を算定

する場合 

２５分増すごとに６７０円を加算 

（身体介護の所要時間が20分以上

の場合に限る。） 

２５分増すごとに６７円を加算 

生
活
援
助
中
心
型 

２０分未満   

２０分以上４５分未満 １,７９０円 １７９円 

４５分以上 ２,２００円 ２２０円 

（注１）「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」において、利用者の同意を得て、同
時に２人の訪問介護員等がサービス提供した場合は、上記基本利用料の２倍の額と
なります。 
上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された
場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新
しい基本利用料を書面でお知らせします。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用
する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意くださ
い。 

 
 
 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 
 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本利用

料 
１割負担 ２割負担 ３割負担 

初回加算 

新規に個別サービス計画を作成し

た利用者に対してサービス提供責

任者が初回にサービスを提供した

場合等 

2,000 円 200 円 400 円 600 円 



 緊急時訪問介

護加算     

利用者や家族等からの要請を受け、
緊急にサービスを提供した場合（1
回につき） 

1,000円 100円 

夜間・早朝、 

深夜加算 

夜間（18時～22時）又は早朝（6時～
8時）にサービスを提供する場合 

上記基本部分の25％ 

深夜（22時～翌朝6時）にサービスを
提供する場合 

上記基本部分の50％ 

特定事業所加算

Ⅱ※1 

当該加算の体制要件及び人材要件
を満たす場合 

上記基本部分の10％ 

介護職員等処遇

改善加算（Ⅰ）

※2 

      

当該加算の算定要件※3を満たす場
合 

上記基本部分と各種加算減算の合計の24.5％ 

 

（注）※１ 特定事業所加算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

※3処遇改善加算 

 

 ※２印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 ※３介護職員等処遇改善加算 

平成２４年４月の介護保険制度改定で、平成２３年度まで実施されていた介護職員処遇改

善 交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、当該交付金を円滑に介護報酬に移行

し、当 該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てること

を目的に、 介護職員処遇改善加算が創設され、現在５種類の介護職員等処遇改善加算が設

定されています。 当事業所は「介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)」に該当し、加算額は、１月

あたりのご利用金額合 計に 13.7％を乗じた金額になります。 

 



（２）支払い方法 

 上記（１）の利用料（利用者負担分の金額）は、現金集金、口座自動引き落としの 2

通りの中からご契約の際にお選び下さい。お支払いいただきますと、領収書を発行致し

ます。 

 （口座自動引き落としの場合、領収書の発行は、翌々月になります。ご了承下さい。） 

 毎月、翌月 15日までに当月分の請求をいたします。 

８．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、

速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

利用者の主治医 

医療機関の名称 

氏名 

所在地 

電話番号 

 

 

  

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

電話番号 

（    ） 

－    －     

 

９．事故発生時の対応 

事業者のサービス提供により、事故が発生した場合には、速やかに市町、利用者の

家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡、対応を行うとともに、賠償す

べき事故については、損害賠償を行います。 

１０．虐待防止のための措置に関する事項 

  事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置

を講じます。  

① 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものと します）を定期的に開催するとともに、その結果について

従業者に周知徹底を図ります。 

② 虐待防止のための指針の整備 

③ 従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施 

④ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親

族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれ

を市町に通報します。 

 

１１．感染症対策の強化 

事業者は従業者の清潔の保持及び健康状態の管理並びに事業所の設備及び備品等

において衛生的な管理に努めます。 

事業者は、感染症の予防およびまん延防止のため次の措置を講じます。 

① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね 6 か月に

1回以上開催すと 



  ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

②  感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

③  従業者に対し感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年 1 回

定期的に実施します。 

 

１２．業務継続計画の策定等 

① 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する本サービスの

提供を継続的に実 

施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下、「業務継続計画」  

という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

② 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を年に 

  1回定期的に実施します。 

③ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行います。 

 

１３．ハラスメント対策の強化 

事業者は適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。

またカスタマーハラスメント（利用者やその家族などからの著しい迷惑行為）の防止に取り

組む。ハラスメントがなされた場合、当該従事者ないし事業所が利用者へサービス提供する

ことができなくなり、契約解除を行う場合があります。 

 

１４．サービス内容に関する苦情など 

当事業者の訪問介護に関するご意見・苦情および各種サービスに関するご相談を承

ります。 

お電話、電子メール、封書のご利用、なんでも結構ですので、率直な声をお届け下

さい。 

改善すべき点は、早急に検討し、責任をもってご返事と対応をさせて頂きます。 

☆ サービス相談窓口  

在宅ケアステーションたんぽぽ  TEL：089-955-7336  FAX：089-955-

7339  

  窓口担当：責任者    門田 容子 

愛媛医療生活協同組合 本部 TEL：089-990-8820  FAX：089-990-8865 

  窓口担当：介護事業部長 倉田 均 



☆ 電子メール宛先 

coop@ehime-med.org 

☆ 封書宛先 

791-1102 

松山市来住町 1091-1 

愛媛医療生活協同組合 本部  宛 

☆ 当事業者以外のサービス相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５．サービスの質の評価に関する取り組みについて 

当事業所のサービスの質の評価に関する取り組みについては、以下の通りです。 

＜内容＞ 

   

  

取り組めている：〇 取り組めていない：

× 

 

１６．サービスの利用にあたっての留意事項 

  サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あ

らかじめご了解ください。 

  ① 医療行為及び医療補助行為 

  ② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い 

  ③ 他の家族の方に対する食事の準備 など 

（２）訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。 

松山市役所  指導監査課  TEL:０８９－９４８－６９６８   （月～金 8：30～17：15）                          

東温市役所  長寿介護課  TEL:０８９－９６４－４４０８  （月～金 8：30～17：15） 

伊予市役所  介護保険課  TEL:０８９－９８２－１１１１  （月～金 8：30～17：15）               

松前町役場  介護保険課  TEL:０８９－９８５－４１１５  （月～金 8：30～17：15) 

砥部町役場  介護保険課  TEL:０８９－９６２－７２５５  （月～金 8：30～17：15） 

内子町役場  保険福祉課  TEL:０８９３－４４－２１１１   （月～金 8：30～17：15）  

愛媛県国民健康保険団体連合会 TEL:０８９－９６８－８８００ （月～金 8：30～17：15） 

愛媛県社会福祉協議会(愛媛県福祉サービス運営適正化委員会)    

TEL:０８９－９２１－８３４４ （月～金 9：00～12：00,13：00～

16：30） 

介護サービスの情報公表 〇 

医療福祉地域サービスの提供 

(第三者評価  ＩＳＯ維持審査Ｒ

6,7,31) 

〇 

利用者へのアンケート 〇 



（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早

めに担当の介護支援専門員又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

 

○交通費 

 通常の事業の実施地域にお住まいの方は 無 料 です。 

 それ以外の地域の方は、訪問介護に要した交通費については、以下の交通費の実費が

必要です。 

    実施地域を越えた地点から片道概ね３０ｋｍ未満   １０００円 

    実施地域を越えた地点から片道概ね３０ｋｍ以上   ２０００円 

    タクシーの場合           実費負担 

 

○訪問介護の中止・変更・追加・留守の場合 

・ サービスの利用の中止（キャンセル）や変更・追加をご希望される場合は、速や

かにご連絡下さい。担当ケアマネジャーと連携の上、調整させていただきます。 

・ 介護保険制度上、留守宅のサービス提供はできませんので、予定の時間にはご在

宅になられるようお願い致します。 

・ 連絡なしにご不在の場合は、1回につきキャンセル料として５００円を頂くよう

になりますのでご了承ください。 

 

 

 

説明者氏名  

 

 


